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溶接安全管理審査の審査結果及び評定結果の通知について 

 

 

 平成３０年１２月１７日付け高原発第３７７号（２０１９年６月２０日付け高原発第１

１２号及び２０１９年７月１７日付け高原発第１６８号をもって申請の内容を変更する届

出）、平成３１年２月２８日付け高原発第４３７号（２０１９年５月１７日付け高原発第３

４号、２０１９年６月２０日付け高原発第１１３号、２０１９年７月１７日付け高原発第

１６９号及び２０１９年１１月５日付け高原発第３０５号をもって申請の内容を変更する

届出）、平成３１年２月２８日付け高原発第４３９号（平成３１年３月１３日付け高原発第

４５２号、２０１９年５月１７日付け高原発第３８号、２０１９年６月２０日付け高原発

第１１０号、２０１９年７月１７日付け高原発第１６４号及び２０１９年８月２６日付け

高原発第２３１号をもって申請の内容を変更する届出）、平成３１年２月２８日付け高原発

第４４０号（２０１９年５月１７日付け高原発第３９号、２０１９年６月２０日付け高原

発第１１１号、２０１９年７月１７日付け高原発第１６５号及び２０１９年８月２６日付

け高原発第２３２号をもって申請の内容を変更する届出）、平成３１年３月２９日付け高原

発第４６３号（２０１９年５月１７日付け高原発第５１号、２０１９年６月２０日付け高

原発第１１４号及び２０１９年７月１７日付け高原発第１７１号をもって申請の内容を変

更する届出）、２０１９年６月１４日付け高原発第８８号（２０１９年７月１７日付け高原

発第１５６号及び２０１９年８月２６日付け高原発第２３３号をもって申請の内容を変更

する届出）、２０１９年６月２０日付け高原発第１０７号（２０１９年７月１７日付け高原

発第１７０号をもって申請の内容を変更する届出）、２０１９年８月２９日付け高原発第２

１５号（２０１９年１１月５日付け高原発第３０７号及び２０１９年１１月２９日付け高



原発第３７６号をもって申請の内容を変更する届出）、２０１９年９月２６日付け高原発第

２５１号、２０１９年８月２９日付け高原発第２１６号、２０１９年８月２９日付け高原

発第２１７号、２０１９年８月２９日付け高原発第２１９号、２０１９年８月２９日付け

高原発第２２０号、２０１９年８月２９日付け高原発第２２１号、２０１９年８月２９日

付け高原発第２２３号、２０１９年８月２９日付け高原発第２２４号（２０１９年１１月

５日付け高原発第３０９号及び２０１９年１２月９日付け高原発第４０８号をもって申請

の内容を変更する届出）、２０１９年９月２６日付け高原発第２５３号、２０１９年８月２

９日付け高原発第２２５号、２０１９年９月２６日付け高原発第２５４号、２０１９年８

月２９日付け高原発第２２６号及び２０１９年８月２９日付け高原発第２２７号をもって

申請があった溶接安全管理審査について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の１３第６項の規定に基づき、下記

のとおり通知します。 

 

記 

 

１．審査を受けた組織の名称 

  関西電力株式会社 高浜発電所 

 

２．審査基準 

 溶接安全管理審査に関する運用要領（平成２６年２月２７日付け原管Ｂ発第１４０２

２７１号） 

 添付資料１「溶接安全管理審査の審査基準」 

２．溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する事項 

 

３．審査の結果 

審査項目 審査結果 

継続的な 

品質保証体制 

溶接事業者検査 

実施体制 

溶接事業者検査の実施に係る組織 － 良 

検査の方法 － 良 

工程管理 － 良 

検査において協力した事業者がある場合には、

当該事業者の管理に関する事項 
－ 良 

検査記録の管理に関する事項 － 良 

検査に係る教育訓練に関する事項 － 良 



 

４．評定結果 

当該審査を受けた組織は、溶接事業者検査の実施につき十分な体制は適切に維持され

ている。 

 


